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温暖化対策は世界の課題／節電は日本の課題 

 IPCCの温暖化原因特定（第４次報告書）とノーベル平和賞の受賞 

洞爺湖サミットでの合意「2050年までにCO2を50%削減」 

オバマ大統領の就任とリーマンショック対策「環境対策に２年間で 
 500億ドルの投入」 （グリーン・ニューディール政策） 

日本も経済対策を兼ねた環境対策の実施（エコポイントなど） 

環境産業の創生とCO2削減(新成長戦略） 

3.11巨大地震による原発事故の発生と影響 
 ・節電の実施と成功→省エネはやる気になればできる？ 
 ・エネルギー政策の見直し（国内原発は？世界の原発需要は不変） 

日本は京都議定書の延長には不参加→独自目標の設定へ 
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http://www.nikkei.co.jp/senkyo/us2008/photonews/20090121p1c1l000_21.html�


省エネ住宅・建築への政策的支援 
（2011年度までのアメ） 

国土交通省関係のみの支援策（他の省庁のものは省略） 
●税制での支援 
①長期優良住宅（省エネ等級４も必須）の新築で、所得税等の減税 
②住宅の断熱改修に対する減税（所得税＋固定資産税） 
③省エネ性能の高いビルに減税（エネ革税制：所得・法人・事業税） 
 
●補助金による支援 

①住宅・建築物省CO2先導事業(先進Pの支援） 
  08年50億、09年70億                 10年：330億 
②中小ビルの省エネ改修推進事業 
  08年：50億、09年：70億 
③省エネ住宅のエコポイントも実現(1000億） 
④長期優良住宅（省エネ等級４も必須）の事業に対する補助金  
●住宅ローン（金融支援機構）での優遇 
①住宅事業建築主基準を満たす一般の戸建住宅に優遇金利 
②長期優良住宅（省エネ等級４も必須）に対する優遇金利など 



住宅エコポイント 
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戸数 発行P 

新築 41万戸 1233億p 

リフォーム 45万戸   259億p 

2011年７月まで
の累積  

2011年の３次補正で
復活(1,446億円）
2011.10.21～
12.10.31までの期間  



断熱材が足りない！？ 
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住宅エコポイントなどの優遇が住宅の断熱化を加

速 
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2012年度の省エネ住宅・建築への政策的支援 

①住宅のゼロ・エネルギー化推進事業（新規、23.1億円）   

  ZEBやZEH住宅に増加費用の1/2を補助(165万円/戸で1400戸を予定） 

②住宅・建築物省CO2先導事業(継続） 

③建築物省エネ改修推進事業（継続） 

④認定低炭素住宅の促進のための税制特例 
   （『認定基準』を満たす住宅に対して適用される） 

 ・住宅ローンの控除対象借入限度額引き上げ 
               3000万円→4000万円 
  ・登録免許税の税率を0.1％引き下げ 

 



日本のCO2削減の目標（低炭素社会への道） 

2020年の民生部門 
 1990年比-32％ 
＝2007年比-50％ 

真水だけの単
純な予想では 

環境省の温暖化対策・中長期ロードマップに注目 

高すぎる目標？ 
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2050年にはー80％ 
＝低炭素社会 

 



低炭素社会の住宅・建築 

低炭素社会の建築の要件 

①省エネルギー 

 断熱と高効率設備 

②創エネルギー 

 ＰＶ、風力発電 

③材料・工法の省CO2 

④長寿命化 

ZEB＝①と②を実現 

LCCM＝①～④をすべ

て具現化？ 

②創エネルギー 

 

①省エネルギー 

 

 

③材料・工法の省CO2 

 

 

 

④長寿命住宅・建築 

 

 

（高性能外皮と高効率設備） 

（太陽光発電など） 

（木造化など） （リフォーム・メンテ・継承） 

低炭素社会 

の住宅・建築 

断熱は省エネの基本 



なぜ低炭素社会を目指すか？ 

新成長戦略
（2009年12月
閣議決定） 

我々は、低炭素社会の構築によって、何を得ようとしているのか？ 

世界の目標になる社会の実現（安全・安心・快適・健康・長寿・・・・） 

 ⇒新たな文明の創出 

環境産業などの新たな産業の創出（日本経済の発展） 



低炭素社会を目標にした、 
    新たな省エネ基準の構想 

既に報道発表があったよう
に、国交省は義務化を前提
にした新たな省エネ基準の
策定に着手している。 

本調査研究もこうした流
れを支えるもの 



省エネ法（省エネ基準）の義務化へのプロセス 

 
温暖化対策の重要性と3.11後の節電要請を考慮すると、建
築物の省エネ基準の完全義務化は必要な政策である。 

2015年 2020年

10月

１次エネ消費量によるラベリング

認定基準の策定

共同住宅の評価計算法の整備

認定基準の策定

非住宅

住宅

省エネ法の改正

施行
期間

３月 ６月 ９月

2012年2011年

新しい評価計算法の開発

認定基準による

認定制度の運用

（旧基準も可）

完

全

義

務

化



省エネ法（省エネ基準）の義務化とは 

①基準適合の判断は、効率規制から絶対値規制へ 
  １次エネルギー消費量（GJ/(戸・年)）に基づく判断へ 
②対象エネルギー用途は「空調＋換気＋照明＋給湯(+昇降機)」 
③戸建住宅では「住宅事業建築主の基準」がこの基準として採用さ

れる。次世代省エネ基準の扱いは未定。 
④集合住宅の住戸専用部にも、外皮と設備を対象とした新たな基

準が制定される予定（住宅事業建築主基準の拡大）。 

 

省エネ法の義務化＝建築基準関連規定として義務化 
・省エネ法は、建築基準法､消防法､水道法などと同格 
 になる。 
・省エネ法に不適合であれば、建築確認は下りない。 



新たな省エネ基準の運用 

• 新たな省エネ基準は、2012年９月より、認定基準
（国の認定制度）として運用され、2020年までにす
べての建物に対する義務基準として適用される。 

• 認定基準に適合すると認定された住宅・建物は税
制支援（2012年度は、住宅ローン減税・登録免許
税の減税）を受けられる。 

• 認定基準の基準値の省エネレベルは現行基準値（
1999年）のそれより10％程度高い程度。 

• 新たな基準体系では、すべて1次エネルギー消費量
に基づいて判断がなされる。 



住宅・建築の省エネラベリングも視野に 

• 省エネラベリングとは、エネルギー
消費量の評価に基づく建築の「性
能表示」制度。新築や建物の売買
で、この表示が必要になる。 

• 性能の最低ランクは省エネ基準レ
ベルの1次エネ消費量。最高ランク
はＺＥＢか（すますま会議） 

• 省エネ基準を義務化した場合の、
省エネ性能の下どまり防止が目的。 

• 評価に必要な計算方法（ものさし）
は、新しい省エネ基準と同じ。 

• 欧州では実施（イギリスのEPC,ドイ
ツのエネルギーパス）。米国でも一
部の州や市で実施。 

ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｽの表示例 
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